
 

 

 

 

 

 

 

 新潟県の「学校教育の重点」では、「児童生徒が主役の授業づくりの推進と確かな学力

の育成」が大きな柱であり、それを支える３つの重点の１つが、「対話のある学び」で

す。「対話のある学び」の実現に向けて、各学校で「にいがた学びチャレンジ」をぜひご

活用ください。まずは「にいがた学びチャレンジ」のポイントと今年度の変更点を確認し

ましょう。 

１「にいがた学びチャレンジ」とは 

 今年度、これまでの「チャレンジ問題」が「にいがた学びチャレンジ教材」（通称「ま

なチャレ教材」）へと名称を変更しました。従来の PDF形式に加え、Word形式でも配信

され、授業者が課題をアレンジしたり、学習の進度に合わせて取り組んだりすることがで

きるようになり、児童生徒の実態に合わせた「教材」として活用しやすくなりました。ま

た、「まなチャレ教材」に加え、『対話のある学び』の授業アイデア例も配信されていま

すのでご活用ください。 

 

２「まなチャレ教材」の使い方 

（１）「まなチャレ教材」を用いた授業を構想しましょう 

授業前に「まなチャレ教材」に目を通し、授業中に想定される児童生徒の姿を基に、

単元内での位置付けを考えたり、適切なワークシートを選択・編集したりします。 

（２）児童生徒の姿を見取り、児童生徒に働き掛ける問いや活動を工夫しましょう 

 授業中は、児童生徒の活動の様子や姿を丁寧に見取り、本時のねらいに迫るために

必要なことを判断し、最適な働き掛けをしていきます。 

（３）「対話のある学び」の実現を目指しましょう 

  教師の働き掛けの後に、右図のように、対話を通して、児童

生徒が自己の考え方を広げ、「もっと知りたい」、「もっと学

びたい」という知的好奇心やワクワク感をもって課題に取り組

めるように授業を進めます。 

（４）振り返りは話合いでの児童生徒の姿から教師が判断して 

決めましょう 

  学習の振り返りの内容は、授業前に構想した姿と授業中に見

取った姿を基に、児童生徒がどんな学びを得たのかを考えて設定することが大切で

す。また、教師が自分自身の授業を振り返ることにもつながります。 

（５）明日からの授業につなげていきましょう 

  授業後は、振り返りや学年部、教科部の先生方との情報交換を通して、日々の授業を

見つめ直し、「対話のある学び」の実現により、「児童生徒が主役の授業」を創り上

げていきましょう。 

 【令和７年度にいがた学びチャレンジ協力校訪問資料より】 

 中越教育事務所だより 

   学びいきいき中越 
新潟県教育庁 中越教育事務所 

https://www.pref.niigata.lg.jp/site/kyoiku-chuetsu/ 

 令和７年６月 26日発行 第 117号 

「にいがた学びチャレンジ」を活用して「対話のある学び」の実現を！ 

 「対話のある学びをとおして資質・能力を育む「児童生徒が主役の授業づくり」を

推進する取組             【令和７年度学力向上サポートたより No.２より】 



 

 

 中越教育事務所では学習指導要領や新潟県「学校教育の重点」を踏まえ、「授業づくり

リーフレット」を毎年発行しています。「授業づくりリーフレット 2025」は、学校訪問

を通して見えてきた皆様の悩みや疑問を整理し、「主体的・対話的で深い学び」の実現に

向けたポイントを紹介しています。以下に概略を記載します。 

 

（１）「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的充実 

課題解決の場面で個々の考えを大切にしながら、ペアやグループ、学級全体での対話

等を通して理解を深めていく過程を紹介しています。全体での対話から個々の探究が始

まることもあれば、個人の気づきが学級全体の学びを動かすこともあります。子供たち

の実態に応じて、１時間の授業もしくは単元での展開を工夫することが大切です。 

（２）「学習指導」と「生徒指導」の一体的充実 
授業を「発達支持的生徒指導」の実践の場としてとらえ、一人一人のよさを認め、可

能性を伸ばす関わりを大切にします。具体的には、自己存在感の感受、共感的な人間関

係の育成、自己決定の場の設定、安全・安心な風土の醸成等の働きかけを意識的に行い

ます。この視点は、先生方が日々の授業の中で既に大切にしてきたもので

あり、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた基盤となります。 

（３）授業づくりのポイント 

 

【「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的充実】 

□一人一人の進度に応じた学習が可能か   

□子供が学習方法を選択できる場面があるか 

□考えの異なる人と協力して、問題を解決する場を設定しているか 

□他者の意見を尊重し、認め合える環境になっているか 

□子供の興味・関心に基づいた課題を設定しているか 

□子供の意見を引き出し、深められるような発問をしているか 

□対話の成果を生かして個の学びを更新するような機会があるか 

□振り返りの機会を設定しているか 

□到達度だけでなく、学習の過程や成長を見取っているか 

【ＩＣＴの活用】 

□個々の追究方法に応じた環境（アプリやネットワーク）が準備されているか 

□個々の考えを可視化し、全体で共有できているか 

□学びの過程や成果を蓄積・活用できているか 

□他者の考えを参照できる環境を整えているか 

□ICTを活用した学び合いの場を設定できているか 

□ICTを活用して思考の深まりを見取り、子供にフィードバックしているか 

【発達支持的生徒指導】 

□一人一人のよさを認める具体的な声掛けがあるか 

□自己決定の機会が効果的に設定できているか 

□互いを認め合える関係づくりにつながっているか 

□安心して考えを出せる学級の雰囲気づくりができているか 

 

詳細は、「授業づくりリーフレット 2025」（中越教育事務所 HP、TeaRoom よりダウンロード）をご覧ください。 

(2) 中越教育事務所「学びいきいき中越」第 117号 

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて 
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二次元コードもご活用ください。 

明日からの授業づくりの参考にしてみてください！ 



 

 

 

 令和７年度がスタートし、３か月がたとうとしています。児童生徒が安心して学校生活

を過ごすことができるよう、日々指導や対応に当たっていただいていることと思います。 

今号では、生徒指導上の諸問題の中からいじめの認知と初期対応について、ポイントを

確認します。 

・いじめの発生を確認した職員は、速やかにいじめ対策推進教員もしくは管理職に報告 

する。(いじめ対策推進教員が報告を受けた場合も、その後すぐに管理職に報告する) 

・いじめ被害が疑われる児童生徒(以下Ａ)からの更なる聞き取りの有無を検討する。 

(聞き取りを行う際は、Ａの了承を得て確実に記録をとる) 

・いじめ発生の報告を受けた校長は、法に基づいていじめの疑い及び重大事態の疑いの 

有無を判断する。(「いじめの疑いあり」と判断した日を認知日とする) 

・校内いじめ対策委員会を開き、聞き取った内容やＡの様子を共有し、Ａへの支援方針 

やいじめ加害が疑われる児童生徒(以下Ｂ)等への聞き取り方法を検討する。 

・Ａ保護者に、聞き取った内容やＡへの支援方針及び今後の対応を伝え、謝罪すると 

ともにＡ保護者の意向や要望を確認する。また、家庭でのＡの見守りを依頼する。 

(ＡやＡ保護者に寄り添った対応を行う) 

・Ａの見守り体制構築のため、現状が全教職員に共有されている。 

・Ｂから聞き取りを行う。(加害行為に至った背景や心情を十分に聞き取る) 

この後は、聞き取りした内容のすり合わせや、Ｂ保護者への対応等が行われます。全教

職員が上記内容を共通理解し、適切な組織対応となるようお願いします。 

 

 

 

スクールカウンセラー（ＳＣ）活用事業実施から６年たちました。今後もＳＣの効果的
な活用を推進するために、ＳＣの配置及び勤務について確認します。 
１ 不登校対策スクールカウンセラー(ＦＳＣ)について 

・不登校重点支援校加配教員を学校に配置。（中越管内は小４校、中 20校、計 24校） 

・通常の業務に加え、登校が難しい児童生徒への家庭訪問、校内教育支援センター訪問、 

市町村教育センター訪問を実施。（積極的な実施をお願いします） 

・ＦＳＣに限り、家庭訪問、市町村教育センター訪問に係る旅費を県が負担。 

・上記支援のため、勤務週数を 36週に設定。（ただし、１セット内に不登校重点支援
校加配教員配置校が２校ある場合は、37週に設定。） 

２ スクールカウンセラーの勤務について 

・ＳＣの勤務管理は、校長の責任において、各中学校区でニーズに応じて柔軟な対応が
可能です。（下表参照） 

対応できること 対応できないこと 

 

 

 

 

同一日、同一中学校区であれば、ＳＣの勤務校の変更、

及び分割は、各中学校区で決定できます。 

 

※不明な点は中越教育事務所学校支援第２課 本間（0258-38-2651）まで御連絡ください。 

(3) 中越教育事務所「学びいきいき中越」第 117号 

生徒指導上の諸問題と対応について  

スクールカウンセラー活用事業について  

勤務校の変更：今週と来週の勤務校を入れ替える。 

勤務校の分割：中学校勤務予定の日に、校区

の小学校の保護者の都合で、午後からの小学

校勤務をお願いする。 

年間 35日×１日７時間（年間 245時間）を超える勤

務はできません。（緊急の場合は、勤務予定だった別

日と入れ替える。） 

１日勤務を、２時間と５時間のように

別日に分割して、勤務することはでき

ません。（１日７時間勤務が原則） 

ＦＳＣは年間 36日 



 

 

 

令和６年度の事故発生状況は、前年度に比べ、交通

事故は４件、負傷事故等は 22 件、総数で 26 件の増加

でした。交通事故の内訳は、自転車乗車中や自転車飛び

出しによる事故が多く、骨折で救急搬送された事案が複

数件ありました。また、加害側になる事案も発生している

ことから交通ルールやマナーの定期的な確認をお願いし

ます。負傷事故については、体育の授業中や昼休みに多く

発生したことから、体育では活動場所や用具の安全、段階的な指導に配慮をし、昼休みの事故に

ついても活動場所の安全や遊びのルールを確認し、安全に過ごせるように配慮をお願いします。

事故が起きた際、特に首から上の負傷については、軽微なものと決めつけず、学校体制での慎重

な判断と対応が求められます。学校管理下の有無にかかわらず、保護者への迅速かつ誠意のある

対応をお願いします。救急搬送する場合は、状況がわかる職員の同乗や管理職も病院に駆けつけ、

学校が当該事故の対応を一番に考えているという姿勢を示すことも必要です。 

事故は、環境的な要因と人的な要因が絡み合って起きます。学校の環境整備に配慮しつつ、職

員や児童・生徒の安全教育や健康教育を引き続きお願いします。また、事故が発生した際は、危

機管理の「さしすせそ（最悪を想定し、慎重に、素早く、誠意をもって、組織で対応）」を基本

とした丁寧な初期対応をお願いします。 

 

 

 

これまでの教育活動や指導の在り方・働き方を見直しながら、子どもたちの笑顔と成長

のために、さらなる改善に取り組んでいただいていることに感謝いたします。 

・・管理主事訪問スタート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

学校管理訪問が５月 13日よりスタートしました。中越管内約半数の学校を訪問いたし

ます。「非違行為を起こさない」ために次の点について話をさせていただいています。 

●複数の目で点検を 

・公金（公費及び私費）の取り扱いに関しては特に慎重に、複数の目で確   

認を行ってください。担当者一人に任せず管理職がその都度点検し、事故   

のないようにすることが学校や職員を守ることにつながります。 

●複数回の点検を 

 ・教科等で使用する刃物類や理科の薬品などについては、使用するごとに確認する使用 

簿と定期的に点検する管理簿の両方をそろえるようお願いします。児童生徒が危険物を

持ち出しても気付かなかったということが起こらないようにしてください。 

●複数人で対応を 

 ・教職員の負傷事故報告が数多く届いています。多くの負傷事故は、作業中や児童生徒 

とのかかわりの中で、一人で対応しているときに起きています。大きなケガとなれば勤 

務にも影響が出ます。自身の体力を過信せず無理をしないよう気を付けましょう。 

 

子どもの笑顔のためには、私たち教職員も安心して勤務できることが大事です。目指す

学校の姿を共有しながら、 声を掛け合い、よりよい学校になるよう取り組みましょう。 

(4) 中越教育事務所「学びいきいき中越」第 117号 

管理手帳 学校管理訪問より 

負傷・交通事故防止 ～未然防止と危機管理の「さしすせそ」の徹底を～ 


